
 
 

JAF 公認番号 2025-1818 
2025年 12 月 20日 

大会事務局 
 

【公式通知 No.３】 

 
オーガナイザーが付保する保険について 

 
 

1． 参加するドライバーならびにピットクルーは、オーガナイザーの付保する保険とは別に、 
2025年全日本／地方／ジュニアカート選手権統一規則第 2章 第 11条 1項を満たす保険に 
加入していなければならない。 
 
2. オーガナイザーの付保する保険内容ならびに保険金の支払方法、保険金額は被保険者 1
名について下記の通りとする。 

 
1） ドライバー保険金額 1,000万円 
2） ピットクルー保険金額 1,000 万円 
3） 死亡・後遺障害保険金額 1,000 万円 

 
引き受け保険会社：東京海上日動火災保険株式会社 

 
以上 

 
 
 
 

 


